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福祉有償運送 運転者証（身分証明書）の作成不要に 

バス・タクシーの乗務員氏名車内掲示廃止に伴い改正 
 

 8 月 1 日よりバス・タクシー等の車内に

おける乗務員氏名掲示が廃止されることに

なりました。これに伴い、自家用有償運送に

ついても運転者氏名等の車内掲示が不要と

なりました。これまで福祉有償運送は、車内

に移送団体の名称、運転者（ボランティア）

の氏名、対価についての情報を掲示する必要

がありましたが、これらの掲示は不要となり、

代わりに運行団体名と車両番号を表示する

ことが義務付けられるようになりました。 

また、これに伴い、福祉有償運送団体で作

成していた運転者証の作成も必要なくなり

ます。ただし、運転者台帳の作成は従来通り

行う必要があります。 

 

運送の対価“タクシーの概ね 2 分の 1”見直しか？ 

国交省の検討会が自家用有償旅客運送の改善策を提案 
 

 国土交通省自動車局が主宰する「ラストワ

ンマイル・モビリティ／自動車 DX・GX に

関する検討会」は、タクシー・乗合タクシー

や自家用有償旅客運送に関する課題につい

て総合的に検討を行い、その取りまとめとし

てタクシー・自家用有償旅客運送等に関する

12 の具体的な改善策を示しました。 

 検討会は自家用有償旅客運送の現状につ

いて、タクシーや乗合タクシーを補完する存

在と位置付けられながらも、その移送サービ

スが持続的なものとなるような制度・運用の

改善が必要として、①「運送の対価」目安の

適正化、②更新登録手続の簡素化、の 2 点の

改善策を提示しました。 

 まず①「運送の対価」目安の適正化ですが、

これは移送団体が利用者から収受できる金

額について現在適用されている「当該地域に

おけるタクシーの上限運賃の概ね１／２の

範囲内」という目安を廃止し、必要経費を賄

い得る適切な金額を収受できるような新た

な目安を設定するというものです。 

対価の目安を変えるねらいは、移送団体の

財政面の安定化によって活動の持続可能性

を高めることにあります。運送対価を主たる

収入源とする団体では、今の目安に基づく対

価ではドライバーに十分な謝金を支給でき

ない、必要な備品が購入できない、など運営

に困難を抱えるケースが多く、それらの解消

につながることが期待されます。 

②更新登録手続の簡素化は、一定の安全性

が担保されている団体について、更新登録時

の必要書類等の省略などを提案するもので

す。2 年（重大事故等がない場合は３年）毎

の更新は、運営協議会等における協議や、多

くの書面作成などを伴います。移送団体の事

務量を増大させる一因となっていることか
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ら、その軽減が目的とみられます。 

【参考】 

ラストワンマイル・モビリティ／自動車Ｄ

Ｘ・ＧＸに関する検討会「ラストワンマイル・

モビリティに係る制度・運用の改善策」： 

https://www.mlit.go.jp/jidosha/conten

t/001612009.pdf 

 

《トピックス》 
 

アルコール検知器 12 月に義務化に

器機準備と関係者への周知は早めに 

 一定台数以上の自家用車を用いる企業に

おける点呼時のアルコール検知器使用が、

12 月から義務化されます。 

これまで検知器の使用は義務化が保留さ

れており、暫定的に目視のみでの酒気帯び確

認が認められていました。しかし、警察庁は

アルコール検知器を用いた酒気帯び確認の

義務化を2023年12月1日から実施する、

との方針を 8 月に正式発表しました。自家

用有償運送についてはまだ通達等の発出は

ないものの、同時開始の可能性が高いと考え

られます。 

アルコール検知器の使用が義務付けられ

るのは、定員 10 人以下の車両 5 台以上、

または定員 11 人以上の車両 1 台以上を使

用している自家用有償旅客運送団体です。

12 月までまだ時間はありますが、該当する

送迎事業所では、検知器の準備やスタッフへ

の周知を早めに行ってください。 

【参考】 

警察庁 報道資料 アルコール検知器使用義

務化規定の適用について： 

https://www.npa.go.jp/news/release/

2023/02_sankou.pdf 

 

《事務局より》 
■車内脱出用ハンマーを備えましょう 

台風の季節が到来しました。通院送迎で気

をつけたいのは、急な増水による道路冠水に

ともなうトラブルです。冠水した道路を自動

車で走行した場合、エンジン等が停止し移動

できなくなる危険性があり、水位によっては

水圧等で車内からドアや窓を開くことがで

きなくなります。 

車両からの脱出が困難になったときのた

めに、国土交通省では脱出用ハンマーを備え

ることを推奨しています。また、脱出用ハン

マーの種類・使用方法等をまとめた動画等が

WEB 上で公開されています。安全な送迎活

動のため、万が一に備えましょう。 

【リンク】 

国土交通省 豪雨に備えて、車に脱出用ハン

マーを備えましょう！～脱出用ハンマーの

使用方法と選び方～: 

https://renrakuda.mlit.go.jp/renrakuda

/carsafety040.html 

 

■助成金申請 領収書原本提出のお願い 

 通院ボランティア運転講習会助成金の申

請について、事務局よりお願いです。 

全腎協では。各種助成金申請の際に使用目

的を明らかにするため、請求金額内訳（明細）

と領収書の添付をお願いしています。この領

収書についてコピーを添付されるケースが

少なからずありますが、領収書は原本添付が

必須となっています。原本添付がないものは

会計処理ができませんので、申請時は今一度

の確認をお願いいたします。 
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